
令和８年度長野市生活困窮者学習支援事業 

受託者募集要項 

 

１ 目的 

本事業は、生活保護世帯及び生活困窮世帯の子どもを対象とし、基礎学力の向上のため

の学習支援や学習の場所・機会の提供などを通じ、高等学校等への進学及び卒業を支援す

ることで、子どもの将来の社会的自立を促し、貧困の連鎖を防止することを目的として、

以下のとおり委託先を募集します。 

 

２ 委託業務名 

令和８年度長野市生活困窮者学習支援事業業務委託 

 

３ 事業実施地域  

長野市内全域 

 

４ 事業内容 

別添「令和８年度長野市生活困窮者学習支援事業業務委託仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり。 

 

５ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日まで 

 

６ 委託料について 

委託料は、次の１人あたりの単価に基づき算出した額を翌月に支払うものとする。各月

の支払いは、前月の実施状況報告書の提出後に行う。 

学習形態 対 象 者 
委託料単価 

（税込） 

施 設 型（5時間以内） 小学生から高校生 550円      

派 遣 型（2時間以内） 小学１年生から中学２年生 5,060円      

派 遣 型（2時間以内） 中学３年生 5,500円      

派 遣 型（2時間以内） 高校生 5,940円      

                             ※高校生は高校生世代を含む  

※本件委託契約は、その契約に係る予算が議決となり、４月１日以降で予算の執行が可能と

なったときに効力が発生します。 

 

７ 応募要件 

生活困窮者自立支援法施行規則第９条に規定する社会福祉法人、一般社団法人若しくは

一般財団法人又は特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定非営利活動法人その他長野市が適当と認めるものであり、次の条件をすべて満たす

こと。 



（１）長野市内に本社、又は事業所を有する者であること。 

（２）長野市における競争入札参加資格を有していること。 

（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である

こと。 

（４）国又は地方公共団体との契約に関して指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団、その他反社会的団体及びその構成員等でないこと。 

（６）市税等を滞納していない者であること。 

 

８ 応募について 

（１）受付期間（令和８年４月登録分） 

   令和８年３月 10日から令和８年３月 23日まで 

   ※上記期間後は随時受け付けを行い、翌月以降の登録となります。 

（２）申請方法 

   所定の申請書に必要書類を添付して、生活支援課（支援・保護担当）までご提出くだ

さい。（郵送も可とします。） 

（３）提出書類 

  ア 長野市生活困窮者学習支援事業実施事業者登録申請書（様式１） 

  イ 配置予定責任者の経歴書（様式２） 

  ウ 事業を行う者の登記事項証明書（個人は本籍地の市区町村が交付した身分証明書） 

    （発行日より３か月以内のもの。写し可） 

  エ 学習形態を施設型で行う場合の実施建物等の平面図及び写真 

  オ 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類 

  カ その他市長が必要と認める書類 

 

９ 審査等 

長野市は、参加を希望する事業者から提出された書類を受け、審査を行い、結果につい

て通知いたします。 

 学習支援事業者として、適格であると認められる場合、「長野市生活困窮者学習支援事

業者名簿」に掲載します。 

 名簿掲載事業者は、長野市と委託契約を締結して業務を実施します。 

 

10 その他 

（１）書類作成にかかる費用は、参加事業者の負担とします。 

（２）提出書類等に虚偽の記載をした場合、又は重大な不備がある場合は無効とします。 


